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平成２５年度 第２回千葉市社会福祉審議会 地域福祉専門分科会 

 

議 事 録 

 

１ 日 時 平成２６年３月２７日（木）午前１０時から１２時まで 

 

２ 場 所 Qiball（きぼーる）１１階 社協大会議室 

 

３ 出席者 

【委 員】清水委員 高梨委員 高山委員 武委員  玉井委員 

 余語委員 太田委員 佐々木委員 住吉委員 松崎委員 

 松薗委員 渡辺委員 武井委員 原田委員 大嶋委員 

 岡本委員 長岡委員 

※２１名中１７名の委員が出席 

 

【事務局】保健福祉局 岡部次長 

地域福祉課 大塚課長 及川課長補佐 西村係長 

   （関係者）  各保健福祉センター所長 ６名 （内代理２名） 

千葉市社会福祉協議会 事務局長 

                         千葉市社会福祉協議会 各区事務所長（６名） 

 

４ 議 題  

  （１）第３期千葉市地域福祉計画の策定方針（案）について 

  （２）第３期千葉市地域福祉計画の骨子（案）について 

 

５ 議事の概要 

（１）第３期千葉市地域福祉計画の策定方針（案）について 

     事務局から、「資料１」「資料２」「参考１」に基づき説明があり、委 

    員による審議が行われた結果、事務局（案）どおり承認された。 

 

  （２）第３期千葉市地域福祉計画の骨子（案）について 

     事務局から、「資料２」「資料３－１」「資料３－２」に基づき説明が 

あり、委員による審議が行われた結果、事務局（案）どおり承認された。 
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６ 会議経過 

 

（１）開会 

 

○事務局（西村係長）  定刻になりましたので、ただ今から、平成２５年度

第２回千葉市社会福祉審議会 地域福祉専門分科会を開催いたします。私は、

本日の司会を務めさせていただきます、地域福祉課の西村と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 はじめに、本審議会の開催には、千葉市社会福祉審議会設置条例第６条第３

項の規定により、委員の半数以上の出席が必要となりますが、本日は、委員総

数２１人のうち１７人のご出席をいただいておりますので、会議が成立してお

りますことをご報告申し上げます。 

 また、本審議会の会議及び議事録は、千葉市情報公開条例等の規定により、

公開及び公表することとなっておりますので、あらかじめご承知願います。 

なお、傍聴人の皆様におかれましては、お配りした傍聴要領を遵守していた

だきますようお願いいたします。 

 続きまして、机上に配付してあります資料の確認をさせていただきます。 

 Ａ４版で、次第、委員名簿、席次表。同じくＡ４版で「資料１」、「資料２」。

Ａ３版で「参考１」、「資料３－１」、「資料３－２」。Ａ４版で「資料４－１」、「資

料４－２」。また資料番号は振っておりませんが計画書のリーフレットを市計画

及び６区計画分配布しております。 

そのほか机上に、ファイルに綴じた市及び各区地域福祉計画の本編を置かせ

ていただいております。不足等ございませんでしょうか。 

 続きまして次第の２、岡部保健福祉局次長よりごあいさつ申し上げます。 

 

（２）千葉市保健福祉局次長挨拶 

 

○事務局（岡部保健福祉局次長） おはようございます。保健福祉局次長の岡

部でございます。 

 だいぶ暖かくなってまいりまして、急に春めいて来ました。 

 ４月からご存じの通り、消費税が８％に引き上がるということでございまし

て、それ自体、市民の方に大きな影響を及ぼすのかなと思うのですが、この消

費税率８％の引き上げというのは、ほとんど福祉の財源を調達するために行わ

れるものでございます。現状として３％分ぐらいの国家の赤字がございますの

で、その穴埋め分ということにはなるんですけど、今回の消費税の引き上げと

いうのは、例えば介護保険とか基礎年金とか高齢者医療とかあとは子ども・子

育てといった社会保障のために使うということでございます。非常にたいへん

な話なのですが、消費税引き上げの決定から２年が経過しまして、例えば、再

来年度からは介護保険制度が大きく変わったり、子ども・子育ても新しい制度

になるということでございます。 
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 つまり、消費税率の引き上げをし、財源を調達し、それを使って国は大急ぎ

で新しい制度を作ってるということで、この分科会のテーマであります地域福

祉の推進ということ、文脈で言えばいわゆる公助の部分が大きく再来年度から

大きく変わってくるということでございます。基本的には良い方向に変わると

いうことかと思います。 

 ちょっと前置きが長くなりましたが、本日またご審議いただきますのは、地

域福祉計画をどうしていくかということでございます。先ほど申しましたとお

り、いわゆる公助の部分が大きく変わってくることが予想されますが、これだ

けでは足りないというのはご存じのとおりでございます。やはりこれから地域

社会の地域福祉の創造のためには、住民の方の自律的な創造的な取組みという

ことが極めて重要であると思います。例えば、この前のベビーシッターに預け

たら、それがとんでもない者だったというのも論調としては、そんなベビーシ

ッターを野放しにするのは怪しからんというのは多いのですが、そもそもお母

さんを誰も助けることができなかったというのは問題かと思います。それは誰

が悪いという訳ではなくて、社会全体でどうしてそういうところに手を差し伸

べられなかったのかということは問われるべきかと思います。 

 前回の２月１３日の会議では非常に積極的にご議論いただきまして、その後

地域でも、各推進協においても議論を続けていただいたというふうに承知をし

ております。本日はその続きとして、さらに次期計画の骨子についてご審議を

いただき、来年度の策定作業に着実につなげていただくということでお願いい

たしたいと思います。本日は、また活発な議論をお願いすることになりますが、

どうぞよろしくお願いします。以上でございます。 

  

○事務局（西村係長） 続きまして次第の３、これより議事に入らせていただ

きます。ここからの進行は松薗会長にお願いしたいと存じます。 

 

○会 長 会長を務めます松薗でございます。年度末のお忙しい中お集まりい

ただきましてありがとうございます。 

 前回に引き続きましてご議論いただき、千葉市独自の方向性をきちんと見出

して、千葉市に合った支え合いというものについてご議論いただければと思い

ます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 まず、議題１でございます。前回から引き続いております、第３期千葉市地

域福祉計画の策定方針（案）について事務局より説明をお願いいたします。 

 

議題（１）「第３期千葉市地域福祉計画の策定方針（案）について」 

 

○事務局（大塚課長） おはようございます。地域福祉課長の大塚でござい

ます。私からは、「議題(１) 第３期千葉市地域福祉計画の策定方針（案）につ

いて」ご説明申し上げます。 
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 失礼して、座って説明させていただきます。 

 

第３期千葉市地域福祉計画の策定方針（案）については、２月１３日の第１

回の分科会で一度、ご説明させていただきましたが、一部に今少し議論の余地

があるということで、その承認について保留となったところです。 

そこで、本日は前回の会議やその後に委員の皆様から頂いた意見・質問等に

対する回答や考え方をお示しし、策定方針（案）について、改めて委員の皆様

のご理解を賜りたいと考えております。 

委員の皆様におかれましては、前回の会議に引き続き重ねての審議となりま

すが、再度、忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げます。 

それでは、最初にＡ４判の「資料１」、「前回会議の概要」に基づき、説明さ

せていただきます。 

こちらは、前回、第１回の会議において委員の皆様に審議していただいた議

題とその内容、及び会議の結果をまとめたものです。 

併せて、Ａ３判の前回資料の「参考１」もご参照ください。 

まず、前回会議の「議題と審議内容」ですが、１つ目の議題は「第３期千葉

市地域福祉計画策定方針（案）について」で、記載してある４つの策定方針案、

計画策定の流れ、スケジュールなどについてご審議いただきました。 

また、２つ目の議題「第３期千葉市地域福祉計画の骨子（案）について」で

すが、こちらは時間不足により審議はできませんでした。 

次に、会議の結果ですが、記載のとおり４点にまとめました。 

１点目として、区計画において、中学校区くらいのエリアで重点取組項目を 

設定することについては、ご承認をいただきました。 

２点目として、地区部会が重点取組項目を設定し、エリアにおいて中心とな 

り取組みを推進していくことについては議論の余地がある、とされました。 

３点目として、地区部会にウエイトを置いた計画を策定するのであれば、地 

区部会の役割や位置づけ、地区部会に対するサポート体制を明確にする必要が

ある、とされました。 

４点目として、計画の骨子案については、次回の会議までに委員の皆様より 

意見を聴取したうえで調整を行う、とされました。 

以上が前回、第１回分科会の審議内容や会議結果などの概要でございます。 

続きまして、「資料２」をご覧ください。 

この資料は、前回の会議やその後本日までの間に、委員の皆様から頂いた意

見や質問等と、それらに対する市と社会福祉協議会の考え方を回答としてまと

めたものです。 

委員の皆様から頂いた意見等については、内容により１１項目に分類して整

理し、それぞれの項目について市または社協の考えを記載してあります。 

そのうち、策定方針案に関するものは、１番から４番までにまとめておりま

すので、こちらを順にご説明いたします。 

まず、１番ですが、策定方針案に関するもののうち、地区部会の位置づけや
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役割についての意見や質問をまとめて「意見の概要」欄に記載しています。 

具体的には記載のとおり、第３期計画を策定するにあたり、地区部会をどの

ように捉えているのか、また、地区部会にどのような役割や機能を担わせるの

かなどのご意見をいただいております。 

これに対する市の考えですが、重点取組項目の選定の圏域は、中学校区程度

が適当であり、地域の様々な構成団体により中学校区単位で組織されている地

区部会が選定の主体となることが最適であると考えております。 

地区部会に期待する役割として、１点目、各種団体の活動状況把握や活動促

進のための働きかけ、２点目、議論の場づくり、意見の取りまとめや調整など

の、主に事務局機能を担っていいただきたいと考えております。 

 続きまして、社協の考えですが、地区部会は、社協の運営方針に則り、地域

の実情に即した福祉活動を行い、地域住民の福祉増進を図ることを目的として

設置されており、原則として中学校区域で組織し、当該地区の地域住民で社協

の趣旨に賛同して入会した者をもって構成し、地域の各種団体の協力を得て運

営するものと位置付けられております。 

 また、地区部会は、地域の福祉課題をみんなで協力しながら解決し、福祉の

まちづくりを推進していく組織で具体的には、 

１点目、地域内の福祉課題の調査、対応の協議 

２点目、高齢者、障害者、児童などとの地域の交流活動 

３点目、さまざまな団体との情報交換や連携 

４点目、福祉の広報や啓発活動 

などの活動を実施するものと考えております。 

 ２ページをご覧ください。 

 ２番は、策定方針案に関するもののうち、地区部会への支援についての意見

をまとめています。 

具体的には記載のとおり、地区部会活動に対する市や社協のフォローアップ

の方法や、地区部会の育成についての意見をいただいております。 

 これに対する市の考えですが、地域で連携して地区部会の作業を進められる

よう、地区連協、民児協に対し、計画策定作業についての説明と協力依頼を行

うほか、推進協から意見を聴取するなど、効果的な公助の取組みについて検討

いたします。 

 続いて社協の考えですが、計画策定時においては、重点取組項目の設定など

において、作業がスムーズに進行するよう支援します。 

 特に、多くの地区部会においては、見守り活動を重点取組項目に設定するこ

とが予想されるため、活動の仕組みづくりについては注力して支援してまいり

ます。 

 また、計画策定後は、地区部会の機能が十分発揮できるよう、構成団体を含

めた組織強化へ向け、地区部会と協議するほか、地区部会の活動資金として会

費の７割を財源とした運営助成、ふれあい食事サービスや見守り活動助成等の

経費を地区部会関係予算として計上いたします。 
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さらに、活動拠点について、民間団体や行政へ働きかけを継続するとともに、

福祉活動推進員研修、地区部会実務者研修などを実施し、地域福祉の中核的役

割を担う人材の確保と育成に努めてまいります。 

 次に３番ですが、策定方針案に関するもののうち、区計画の形式についての

意見をまとめています。 

 具体的には記載のとおり、区計画の策定手法や重点取組項目の設定方法、取

組みテーマなどについてのご意見を頂いております。 

 これらに対する市の考えですが、第３期計画は第２期計画の反省点を踏まえ、

全体のスリム化や地区部会ごとの重点取組項目設定など、６区共通のフォーマ

ットを作成することを考えました。 

 計画の内容については、各区推進協において協議を行う過程を経て、各区の

自主性や特性が反映されるものと考えております。 

 重点取組項目の設定は、先ほどもご説明した通り、中学校区単位に組織され、

地域福祉の中核的役割を担う地区部会が適任であると考えております。 

 取組みテーマについては、地域の生活課題やニーズを踏まえ、重要度や優先

度が高い取組みを重点取組項目として設定していただきたいと考えていますが、

まずは活動のきっかけにするため、比較的取組み易いものや今まで継続してき

た取組みを重点取組項目として設定する地区部会があっても良いものと考えて

います。 

 また、取組みテーマは、第２期の区地域福祉計画の取組項目を種別や重要度

を考慮して、整理・集約して設定しており、難易度の差はあると思われますが、

全て必要なものであると考えております。 

 ３ページをご覧ください。 

 ４番ですが、策定方針案に関するもののうち、市の計画推進体制についての

意見をまとめてあります。 

具体的には記載のとおり、区地域振興課の地域活動支援や庁内の連携につい

てのご意見を頂いております。 

 これらに対する市の考えですが、地域福祉は、まちづくりのソフト部分の整

備に他ならず、庁内では市民局及び区地域振興課を中心に各部署と連携して推

進していくことが必要と考えており、第３期計画においては、区地域振興課に

自治会の担当部署として、地域と市のパイプ・調整役としての機能を担わせる

とともに、保健福祉局と市民局が連携して、地域における共助の仕組みづくり

に取り組んでいきたいと考えております。 

 議題（１）第３期千葉市地域福祉計画の策定方針（案）についての説明は以

上でございます。 
 

○会 長 ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局の説明に

関しまして、ご意見・ご質問などがございましたら、挙手の上発言をお願いい

たします。 

 



 

 ―７― 

○委 員 前回の会議が終了した１０日後ぐらいに、市民局からのルートによ

り、区地域振興課から「地域運営委員会」というものを平成２６年度からスタ

ートしたいという説明を受けました。 

 その内容は、イメージを含めましてアウトラインしか聞いていませんが、エ

リアを中学校区域にする、そして、エリアの中でそれぞれ関係する団体で運営

委員会を組織して地域の抱える課題ニーズを抽出し、それを解決していく。こ

のような発想であると伺った訳ですが、地域運営委員会と今、私達が議論しよ

うとしているものとの関連性はいかがでしょうか。 

 

○事務局（大塚課長）地域運営委員会ですが、こちらは現在、地域に市が出し

ている補助金等が各所管からバラバラに降りており、非常に地域も困惑してい

るというようなところを修正していこうということで、地域運営委員会を作っ

ていただいて、そこに一括して補助金を下ろし、地域で使い方を決めていただ

くという趣旨で作るものであります。これは平成２６年度に概ね中学校区単位、

一部の地区は小学校区単位もあると聞いておりますが、８箇所の組織化を予定

しております。 

最終的に地域運営委員会が全市に組織化されるのは、平成３３年度と聞いて

おり、非常に長期的な取組みであると言えます。 

 推進協との関係となりますと、両者ともに共助の仕組みづくりを目的として

いることや、委員構成も自治会や地区部会、民児協などが入っているなど、委

員構成も同じであることから地域運営委員会との整合性をどのように図ってい

くのかということは今後、市民局と詰めていかなければならないと考えており

ます。 

 しかし、当面は次年度に全中学校区にできるというものではございませんの

で、両者を併存させて運用していくということになろうかと思いますが、地域

運営委員会が市内である程度組織され、運営が開始された暁には、推進協は区

単位、地域運営委員会は概ね中学校区であるというエリアの違いに留意し、関

係を整理していかなければならないと考えております。 

 

○会 長 今のお話ですと、地域運営委員会というものと地区部会の圏域は、

ほぼ重なると理解してよろしいでしょうか。 

 

○事務局（大塚課長）圏域は概ね重なるものとご理解いただいて結構です。 

 

○会 長 次期地域福祉計画においては、地区部会が中心となっておりますが、

実際は、地域にある様々な組織と連携をしていくというような形になると思い

ます。将来的に地域運営委員会ができた場合に、現在の地区部会というのも地

域運営委員会の一角を占めるというようになるのでしょうか。 

 

○事務局（大塚課長）はい。地区部会も地域運営委員会のメンバーに入ってい
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ただくということになります。地区部会も様々な組織の集まりですが、この地

域運営委員会の方がさらに構成団体が広いという形になっております。こちら

の方は現在、地区部会に入っていただいている団体のほかにもスポーツ振興会

や学校、ＰＴＡ、商店街などにも入っていただくことを予想していますので、

地区部会よりも幅広な組織構成になるものと考えております。 

 

○委 員 地域運営委員会のイメージとして説明を受けていますのは、おっし

ゃるとおり、スポーツ振興会や商店街、学校、ＰＴＡなどかなり広範囲なので

すが、これを地域にこのまま降ろしますと各地区で大きなウエートを占めるの

は町内自治会だと思うのです。その町内自治会から見ると地域の様々な問題を

運営委員会で解決していきながら、その中の１つとして地域福祉があるという

ような形になって併存していく訳ですよね。そうすると完成までのタイムスパ

ンが違いますが、例えば町内自治会としては２本立てで市からの働きかけがあ

るという形になってくると思うんですよね。ここを私は心配しております。 

 

○委 員 今、大嶋委員からお話がありましたように、この２つはほとんど同

じなんですよね。市民局と調整して一本化できないんですか。同じようなこと

を我々にやらされたらたまったものではない。 

 それで、期間がまだ先だと言っているが、すでに今年から説明は始まってい

る。内容は完全に一致はしていないけれども、防災だとか見守りだとかみんな

入ってきている。そのへんを調整してくれないと末端で活動している我々とし

ては二重に負担がかかってくる。どのようにお考えでしょうか。 

 

○事務局（大塚課長）地域運営協議会につきましては、すでに地域に説明をし

始めておりますので、その説明を聞かれた方も委員の中にはたくさんいらっし

ゃると思います。その中で今、大嶋委員さんや原田委員さんが言われたこと、

地域には推進協というものがあって、さらに社協地区部会というものもある、

それらがどのように連携を図っていくのかというご意見も多数いただいており

ますので、私どもとしても今後、市民局と調整していかなければならない課題

というふうに考えております。 

 

○会 長 調整してどうなるんですか。 

 

○委 員 一本化できるんですか。片方をやめて片方だけにするとか。 

 

○会 長 そこは難しいと思うんですが、実はこの専門委員会がやろうとして

いることは、今年はモデル地区８地区だけでやって、平成３３年度までに全市

に広げようとしている方向性のパイロットプロジェクトのような形になってい

るというふうに考えた方がよろしいですか。 

○事務局（大塚課長）はい。平成２６年度に予定している８地区というのは、



 

 ―９― 

すでに市民局が考えている運営委員会の下地的なものができている地区にやっ

ていただくということで、円卓会議などを行っているところなど、組織化しや

すい地区にやっていただくことを考えていると聞いております。 

 方向性につきましては、今後、市民局と詰めていかなければならないのです

が、この運営委員会が全地区に組織化された暁には、いずれかを統合するとい

うような形が望ましいというふうに考えております。 

 

○会 長 私から聞いてしまって申し訳ないのですが、この地域運営委員会の

計画がある地区に降りてきた場合に、その地区は運営委員会をやれば地区部会

のこの活動はやらなくて良いことになり、現場の人が２つやることはないと考

えてよろしいのでしょうか。ここはとても重要だと思うんです。今、原田委員

さんが言われた、２つやらなければいけないことになると、現場は大きな負担

となってしまうと思います。 

 

○事務局（及川補佐）今の二重になるのではないかというお話ですが、これか

らの話は市として正式に決まった訳ではないのですけど、１つの考え方として

中学校区エリアで例えば、地区部会の方が中心になっていただいて生活課題を

解決する際に、地域運営委員会が立ち上がったところは運営委員会で生活課題

を審議していただいてそこで解決するというような取組みをされているという

ことであれば置き換えられるということもあるかと思うんです。 

 ただし、計画の策定時には地域運営委員会は立ち上がっていませんので、計

画書の中にそこをどのように表現していくのかと言うのは、まだはっきり断言

できるものではありませんが、実質的には中学校区で生活課題を考えて解決す

る組織があれば、そこが実際の計画の担い手になるという形もあるのかなと思

っており、二重にする必要はないのかなと考えています。 

 

○委 員 今、各中学校区単位では、地区部会というものはどこも存在してい

るんですよね。それで、私が勝手に名づけている言葉ですが、１つの地区部会

の形を輪っかと呼んでいます。その輪っかの中にいろんな団体が入って、地域

の中の全てを網羅して、地区部会でそれを消化していくという形に持っていけ

ば、今さら地域運営委員会という名のもとに新たな組織を立ち上げなくても、

社協地区部会が人材をしっかり整えて、やっていけばそれで済むことでないの

かなと思います。 

 ただし、現在のいろんな地区部会を見せていただくと入っていない団体さん

がいっぱいいるんです。自治会、民生委員、福祉推進員はどこでも入っていま

すが、プラスアルファでいろんな団体が地域の中で根付いて生活しているんで

す。その人達をなぜ地区部会に入れて、うまくそこでやっていかないのかな。

そうするとこの運営委員会はいらないのではないのかなというふうに考えてい

ます。 

 地区部会さんが何となくやっている仕事がそうではないよということで、き
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ちんとした形を整えてやらなければいけないという重責はありますけど、それ

なりに人材を配備すれば大丈夫ではないかと思うんです。そこに男女共同で女

性の数もたくさん入れていただくと、各中学校区単位の地域は網羅できるので

はないかな。ただし、そこでできないところは行政で補っていくという形にす

れば良いのではないかと考えております。 

 

○委 員 地域運営委員会は、来年もモデル地区を増やして、その中で動きな

がら、一緒にやれるものであれば統合するというところに行くと思うのですが、

今、地域運営委員会のベースになるのはむしろ、コミュニティづくり懇談会が

しっかりできてる地域については、そういう形ができるだろうと感じています。 

 また、先ほど円卓会議の話もでましたけれども、円卓会議を立ち上げる時の

考え方というのは、コミュニティ懇談会ができていないところで、新たにそう

いう組織を作るというのが条件でやったところですので、これが先進的なもの

というのは誤りではないかと思います。 

 いずれにしましても、そういうところで順次、進んで行った中で見るよりし

ょうがなくて、今ここでこれをどうすると言われても、どうしようもないので

はないかという気がします。 

それと合わせて、今、お話のあった地区部会の中をもうちょっとしっかりし

てというところでは、今日の資料の中での１ページ、２ページあたりのところ

にも地区部会のことがいろいろ書かれています。地区部会の活動がうまく進ん

でいるところについてはそれでも良いのですが、そもそも地区部会というのは

どういう団体がどれだけ入らなければならないという基準も無い。また、地区

部会を作っても最低このぐらいのことをやらなければならないということも無

い。極端なことを言うと、やらなくても良いというのが今の地区部会の位置づ

けです。そういうところを本当に地域福祉計画の中心にしちゃって良いのかと

いうところは、現実にはそうせざるを得ないと私も思ってますし、ほとんどの

ところはしっかりしてるんだけど、できないようなところについてはもう少し

地区部会の位置づけをはっきりした方が良いよと言ったのは、最低でも地区部

会としてはこのぐらいのことをやらなければいけないんだよとか、こういう組

織が取り込まれていなければいけないんだよというものが無い組織で、そうい

うのは良いんでしょうかというのが、前回も位置づけをはっきりした方が良い

よというところの話です。なんか今日の回答を見ると、大半のところがうまく

いってる地区のケースなんだけど、あまり動いていないところに対してはどう

するのというところが欠けちゃっているんではないかというふうに思います。 

それから、地区部会が全地区にできているというお話があったけれども、ま

だ３つぐらいできていない地区があるはずです。そういうところに対してはど

うするのというところが残っているように思います。 

 

○会 長 ありがとうございます。今回の地域福祉計画の中では地区部会とい

うものの位置づけがたいへん問題になると思うのですが、今回の回答で少し見
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えてきたのかどうかというところについてご意見をいただければと思います。 

 

○委 員 地区部会が中心ということが書かれていますが、地区部会には力の

あるところも無いところもあるので、これは中学校区内のエリアとして捉えて、

テーマによって地区部会が中心になる課題もありますし、町内自治会が中心に

なる課題もありますし、民生委員が中心になる課題もあると思うんです。それ

で、ここには事務局的な機能と書いてありますけども、事務局的な機能すらで

きないところはたくさんあります。 

 私はこのぐらいであればできると思うのが、テーマによって主体となった団

体が行った活動内容に関する報告をするぐらいの力はどこもあると思うんです。

それはどこも今やっていることですので、このぐらいはできると思いますが、

このようにやれと言われてもできそうにもありません。 

 

○会 長 取りまとめて報告するというところまでが今やっていることの最低

ラインということですね。例えば、もう一歩進めるとすると、こういうメニュ

ーがあって、それをやるかやらないかの提案する、やるかやらないかは取り組

む人に決めてもらうとして、こういうメニューがありますよと提案をするのは

どうですか。 

 

○委 員 それぐらいであれば、できるかもしれないですね。 

 私の経験から言うと、力の無いところに無理やりやってもらっても長続きし

ないんですよ。立ち上げのときはやるかもしれないけれども、１、２年で全部

止めてしまう。実態はこんな状況です。 

 

○会 長 前回の議論の時に、いろんな地区部会があるので差があるのは仕方

ない。ただし、それをもうちょっとサポートするような体制がどこかにあると

か、先ほど玉井委員からもお話がありましたが、地区の中には他にもそういう

ことに取り組んでいる組織があるから、そのような団体との連携などについて

サポートできるのかということがあったと思います。そのへんについてはどち

らかと言うと社協さんにお願いすべき部分かなと思いますがいかがですか。 

 

○委 員 連携するのは当たり前ですよ。連携しないとは言ってないですよ。 

 

○会 長 活動できていない地区部会をサポートするには、何が必要ですか。 

 

○委 員 この問題は、前回よほど出そうかと思ったんですけど、出せなくて

今回課題になっているんですけど、市民自治推進課が進めようとしていること

と同じようなことなのに、行政の中で２つの部署から話が出てくるというのは

いただけないので、調整をしていただきたい。 

 あと、私が今申し上げたいのは、地区部会の位置づけが実に曖昧なんですよ。
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地区部会設置規定というものがあるのですが、第５条の構成メンバーを見ます

と、『地区部会は当該地区内の住民を主体として福祉関係者及びこの主旨に賛同

して入会した者をもって構成する。』という曖昧なものなんですよね。だから、

自治会が入ってくださいとか民生委員が入ってくださいとか、そういうもので

きちんと構成するものになっていないために、地区部会は賛同者がいなければ

作らなくてもいいというようなそういう曖昧な組織なんですよ。 

だから、この際、地区部会に力点を入れるんだったら、設置規定からきちん

と組織の在り方を見直して、こういう構成でこういう仕事をしてもらうんだと

いう位置づけが必要なんじゃないかなということが言いたい。地区部会の活動

状況が地域によって様々だというのはそもそもの規定がそうだからです。 

 私は幸町ですけども、ほとんど地区部会がやる仕事は自治会がやっていまし

た。地区部会ができて、じゃあそちらにも仕事をさせなきゃということで、福

祉の部分を移していったということです。このような経緯がありますから、ほ

とんどの地区部会は自治会が主体的に構成メンバーになっているのではないか

というふうに思います。 

 

○委 員 最初に大嶋委員が提起された問題について、はっきりした回答が無

いまま次のテーマに入ってしまっている感じです。私はむしろどんどんお互い

にやることはやって、これはこっち、これはこっちという恰好で進めたらどう

かと思います。結果的に、力のあるところに流れていくという形でやったらど

うかなという気がします。これは私の個人的な感想です。 

 それで実は今、置き去りになった問題についての話ですが、最初に前回会議

の結果は一部保留で、資料１のところで地区部会に対するサポート体制を明確

にする必要があるということになっている訳ですが、今日のお話を聞いて２番

目の市と社会福祉協議会のアンサーについて拝見すると、内容が変わっていな

い。サポート体制というのはじゃあ、何を対応してもらえるのか。文章からす

れば資金的にも現状そのままです。それに対して、例えば新しい考え方ができ

るように補助金政策のようなものを考えるとか、資金的な裏付けを考えるとか、

あるいは、打ち合わせなどが行えるような拠点づくりのために努力をするなど

のようなことが出てくるかなと思ったのですが、通り一辺倒の答えなので、ち

ょっとがっかりしました。 

 やはりそれなりのサポート体制が必要だという意見があったのであれば、そ

れに対する明確な回答が必要なのではないかという気がします。 

 それから、地区部会が事務局機能を使って、先ほど玉井委員がおっしゃった

ようにいろんな集団がもっとあるから、それを使ってうまく活用してこの中に

放り込んでいくという形が良いのではないか。また、地区部会の定款とかにも

ある程度書いてあると思うが、どうやったら良いのかということはやっていく

中で変わってくると思う。今、地域運営委員会という話の中で出た社体、学校、

それから地域の振興会、こういう組織はむしろお金の問題、拠点づくりの問題

にとって非常に大きなものを持っているところですから、こういうところと逆
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にうまくつながっていくにはどうしたら良いかという問題を真剣に考えるべき

じゃないかなという気がいたします。サポート体制そのものを、もうちょっと

まじめに考えて欲しいなというのが私の意見です。 

 

○会 長 この点につきまして、事務局からのお答えはございますか。 

 

○事務局（社協並木課長）社会福祉協議会の地域福祉推進課長をしております

並木と申します。先ほどより、委員の皆様からご質問が出ております、地区部

会の構成メンバーにつきましては、立ち上げ時には、今、市から示されており

ます「参考１」のところにございます、自治会さんなり、民生委員さんなり、

赤十字奉仕団さんなり、こういった地域の社会資源の団体さんを含めて地区部

会を構成していただきたいということで、設立時においてはお願いをさせてい

ただいているところでございます。 

 ただし、地域の中でそれぞれ構成団体というのは各地区部会それぞれ違って

おりまして、なかなか担い手というところも不足しているところもあるのかな

と思うんですが、それぞれ地域のエリアの中での課題等の解決に向けて、それ

ぞれの団体さんに協力をお願いさせていただきながら、地区部会も地区部会エ

リアの中での課題解決に取り組んでいらっしゃると思いますので、今後、千葉

市地域福祉計画で地区部会が中心となって取り組んでいくとすれば、不足する

社会資源的な部分は地区部会の構成メンバーの中に取り込んでいくような形を

社協としましても、地区部会と一緒に取組みを行っていきたいというふうに考

えております。それぞれ地区部会の活動に温度差というのはたしかにございま

す。 

ですが、それは地域性も違いますし、そのへんの取組みについてはやはり、

その地域の中での課題、優先項目というのがございますので、そのへんの温度

差というのは多少あってもいたしかたないのかなというふうには考えておりま

すが、今後、重点項目を設定していく中で地区部会の活動も活性化できるよう

に社協区事務所を中心に地域に積極的に入っていきながら、取組みを推進させ

ていただきたいというふうに考えております。 

サポート体制につきましても、地域の皆様に主旨に賛同して会員になってい

ただき、会費を集めさせていただいているところでございますが、まだまだ加

入率というものは低い数値になっておりますので、そういった会費、財源をも

っと増やしていきながら地区部会の活動にもっと支援していけるような形をさ

らにとっていきたいというふうに考えております。 

 

○委 員 原田委員さんの発言を皮切りに、各委員さんからご意見が出ており

ますが、私は昨日、老施協の会議に出て、ちょっと違った視点でと申しますか、

もう少しマクロの視点から今般の計画の策定に至るプロセスを報告いたしまし

た。 

それで、資料に対する意見ですが、資料２の地区部会への支援に対する市の
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考え方のところで、『効果的な公助の取組みについて検討します。』との回答が

ありますが、検討ということで止まっているというように思います。これは私

の私見でございますが、検討し必要な措置を講じます、あるいは、必要な支援、

サポートを確実に実施しますということであれば、原田さんの懸念が払しょく

できるのかなというふうに思います。 

地域包括システムの視点に立つと、これから先は住民主体の地域での支え合

いというのが必須だということで、区の基本方針でも提示されていますし、そ

れについて、真逆の意見を出す方はこのテーブルにはいらっしゃらないと思っ

ているんです。 

従いまして、そこをきちんと担保できる市のビジョンを明確に記せば、その

懸念と同時に住民主体の支え合いが少しずつではありますが、今、事務局の並

木さんの方からも温度差は仕方ないというお話があったんですけど、地域差は

今はあると思うんですよね。それを市全体で少しでも薄めあうというか、そう

いうことが可能になるんじゃないかな。当然、支援の仕方等については多分に

議論が必要だと思いますけども、各委員さんの意見を拝聴させていただいた上

での私からのコメントは以上です。 

 

○委 員 前回欠席の太田でございます。議事録を拝見しただけでも、ずいぶ

んと話題が沸騰したということがよくわかりました。皆さんから出た意見は集

約できると思うのです。これから松薗会長さんがまとめられると思うんですけ

ど、やはり地区の特性というのは違いがありますので、きちんと実態を把握し

て現実的な議論から出発するべきだということがあります。 

 それから、今後、縦割りはやめて風通しの良い調整を経て、地域というとこ

ろから包括的に発送すべきだというような意見が出たように思います。 

 ここから、私は児童と児童福祉と教育と障害の方に絡んでいる人間なんです

けど、ぜひ、市民局それから教育委員会との調整をしていただく必要があると

思うんですよね。さっきから中学校区という言葉が出ていますが、武委員さん

も場所をどうするといったお話もおっしゃっていただきましたけども、例えば

中学校ですね、場所の１つとしてがっちり使っていただくとか、中学校の先生、

小学校の先生、保育機関、運営機関このような子ども達関係のところが地域の

中に根付いて活性化の１つとしてやっていただかない限り、今後、さらに活性

していく千葉市はありえないというふうに思います。子ども関係の方にもしっ

かり力を入れていただいて、ぜひ調整していただいて、先生、施設の方たちも

巻き込むような形で地域を活性化していただければというふうに思います。 

 

○委 員 地区部会を中心として、活動を進めて行きたいというのが大きなポ

イントとしてあると思うんですけど、私は、今まで推進協が主体となってきま

したけども、地区部会が自分達の地区の課題を中心として進めていくというこ

とは、その地区における活動がより活発になるのではないかなと思います。さ

らに、問題意識も高められます。今まで上から、推進協の方から進めてきた課
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題をうんぬんとするよりは、自分達が考えて、自分達が行動するというような

形になるんじゃないかなと私は考えております。 

 それで、組織の問題、あるいは人選の問題につきましては、いろいろ課題が

あると思いますけども、それは規約があるからどうのこうのということではな

く、先ほどメンバーのことについての規約が読まれましたけれども、それは過

大解釈しながらなんとかやっていけるのではないかなと思っております。そう

いうことで進めるにあたって、今までは推進協が中心であったところへ地域振

興課が入ってくれるということになった場合、実際にそういう会合に出席して

ですね、いろんな助言をしてくれたり、会として一員としてやってくれるのか

ということです。 

 例えば、この回答ですと、区地域振興課に自治会の担当部署として地域と市

のパイプ調整役として機能を担わせると言いますけれども、ここに書いてある

ことはよくわかるのですが、必ずそういうところに地域振興課なら地域振興課

が参加してくれるのかどうか、そして、地域振興課が自治会という大きな働き

をどうするのかということになっておりますので、そういう視点から見ていた

だいて、常に新しい部署ができる訳ではないと思いますけども、そういう働き

をこの中に入れていただけるかどうかということでございます。 

 私は各委員から出た色々な課題があると思いますけど、じゃあ、課題を１つ

１つ解決しなければできないかどうかということは問題であって、その課題は

クリアする可能性があるならば、新しい、今、提案されている内容の方向で進

んで行けば良いのではないかと思っております。 

 

○会 長 ありがとうございます。私としては今の方向性に持っていきたいと

思っております。たしかに現在の状態で地域によって差があり、地区によって

いろんな特性があるということは誰にもわかっていることではありますが、今

後、地域福祉という課題において、今、岡本委員の説明は大変良かったなと思

いました。自分達が考えて自分達で決めていくんだと、それは中学校区単位で

考えていくんだと、その時に、今ある組織としては地区部会だけれども、それ

をより違う形にしていくことで方向性としては了承されているのではないかと

思います。 

たしかにたくさん問題があることは事実でございます。一番最初に原田委員

がご発言になった、地区部会と言っても自治会なんですよというのは、事実だ

と思うんです。ただ、実際のコミュニティは自治会だけではなくて、多様な地

域にあるネットワークと重ね合わせてこそのコミュニティというのが出来上が

っていけば良いのだろうと思いますし、それをやっていく上で様々な問題がな

いと何の問題のためにみんなが力を合わせるのかということになります。その

場合、現在、福祉という課題、例えば支え合いですとか見守りなどは、地域の

人がこれを自分達の問題だから自分達でなんとかしようと思う課題の１つでし

ょう。他にもたくさん地域の課題はありますが、岡本委員がおっしゃったよう

に自分達が考えて自分達が行動するということのきっかけになりうるというこ
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とだと思います。太田委員が言われた子どもの問題ももちろん入ります。それ

らに対して市や社協の方にお願いしたいというか、先ほどからいくつか出てい

ますサポートということに関して場所とか、事務局的な機能をお願いしたいの

であれば、事務局が人々が集まる場所などについてのサポートをもう少し強化

して欲しいということでよろしいでしょうか。今、私がおおよそまとめてしま

いましたが、言葉はもう少し整理した方がよさそうです。 

 

○委 員 ２番の地区部会への支援とありますけど、計画の策定は支援しても

らわなくても簡単にできると思うんです。問題は作った計画をどう実際に実行

させるかということが一番の問題なんですよ。計画作るのは支援してもらわな

くてもすぐ出来ますよ。だけど、完成した計画を自治会にどうやらせていくの

かというのが最大の問題なんですよね。そのへんをどう考えるかですよ。高齢

者ばかりしかいない自治会、解散しそうな自治会に対してどういうサポートが

できるのか、やらせることができるのか、そういうことが問題なんですよ。 

 

○会 長 わかりました。そのへんは計画と実行まで含めての問題だと思いま

すし、今、私が意見を言ってはいけないので、この方針でいくということに対

して先に決めて、もちろん地域の多様性の部分に関してはその都度、適格な支

援をしていくということで良いと思います。 

 それでは、このへんで一度、議論を置きたいのですが、議題（１）第３期千

葉市地域福祉計画の策定方針（案）につきましては、ここにあります事務局（案）

どおり承認してよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○会 長 それでは、事務局（案）どおりで承認といたします。 

 続きまして、議題（２）第３期千葉市地域福祉計画の骨子（案）について事

務局より説明をお願いいたします。 

 

議題（２）「第３期千葉市地域福祉計画の骨子（案）について」 

 

○事務局（及川補佐）地域福祉課課長補佐の及川と申します。 

失礼して、座って説明させていただきます。 

 

それでは、「議題（２）第３期千葉市地域福祉計画の骨子（案）について」ご

説明いたします。 

第３期計画の骨子（案）につきましては、前回、第１回の分科会において既

に一通りご説明させていただきましたが、当日は時間不足により審議ができま

せんでした。 

結論として、計画の骨子（案）の取り扱いについては、資料１「前回会議の



 

 ―１７― 

概要」の会議の結果にも記載しております通り、「次回、第２回の会議までに委

員より意見を聴取したうえで調整する。」とされたところであります。 

それに従いまして、第１回の会議の後、事務局より委員の皆様に対しまして

アンケート形式で骨子（案）に対するご意見をお伺いし、それに基づきまして、

「資料２」や「資料３－１」及び「資料３－２」のとおり、骨子（案）の内容

の修正や調整を行ったところです。 

その内容につきまして、「資料２」に基づきご説明いたしますので、「資料３

－１」及び「資料３―２」も併せてご参照いただきますようお願いいたします。 

それでは「資料２」３ページの上から２つ目の５番をお願いいたします。 

骨子（案）第２章第１項におきまして、「人口減少社会を追加してはどうか」

というご意見を頂きました。こちらにつきましては、ご意見のとおり、「少子超

高齢化の進展」という項目を「少子超高齢化の進展と人口減少社会の到来」と

いう項目に変更しました。 

次に６番ですが、第３章第１項において、「地域住民の取組み」や「住民の活

動計画」は「区地域福祉計画」の表現に統一したほうが良いというご意見を頂

きました。こちらにつきましても、ご意見のとおり全て区の計画という表現で

修正を行いました。 

続きまして、７番ですが、こちらは第４章・５章・６章で共通に使用される

取組みテーマに、「健康づくり」あるいは「介護予防と健康増進」を追加したほ

うが良いというご意見をいただきました。こちらにつきましても、取組みテー

マ②に「健康づくり」を追加いたしました。 

次に８番ですが、こちらは第４章・５章・６章で共通に使用される取組みテ

ーマに関しまして、「防犯・防災に対する取組み」となっておりますが、防犯と

防災は取り組む内容が違いますので、それぞれ独立したテーマにした方が良い

というご意見を頂きました。こちらにつきましても、ご意見のとおり、「防犯に

対する取組み」と「防災に対する取組み」を分ける形で修正いたしました。 

次に９番ですが、区計画の周知について、具体的取組方法を明記したほうが

良いというご意見を頂きました。 

これに対する市の考えですが、計画の周知につきましては、第７章「計画の

推進に向けて」において記述する予定です。 

また、これとは別に区計画につきましては、自治会、地区部会、民生委員等

に配付するほか、ホームページや市政だよりなどでも周知をする予定です。 

なお、「計画に関する広報」は推進協の所掌事項の一つとして設置要綱に規定

されているところであり、計画周知の具体的手法などにつきましては、推進協

でも協議のうえ適宜、実施していただきたいと考えております。 

次に１０番ですが、第７章第２項における記述につきまして、次期計画は区

計画を取り込むので、「市計画及び区計画の・・・」との併記は、「市計画の・・・」

という区計画を抜いた形の方が良いというご意見を頂きました。 

こちらにつきましてもご意見に倣いまして、「市計画及び区計画の取組状況」

を「計画の取組状況」という文言に修正しました。 
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次に１１番ですが、計画の骨子（案）とは別件になりますけれども、前回の

分科会におきまして第２期計画の達成度についてのご質問がございましたので、

市計画及び区計画の実施状況について、それぞれ資料４－１と資料４－２のと

おりにまとめました。 

両方ともに、平成２５年３月３１日時点、すなわち平成２４年度終了時点の

実施状況を簡単にまとめたものですが、次回の分科会におきましては、平成２

５年度終了時点の実施状況について、もう少し詳細にお示しする予定でござい

ます。 

簡単ではございますが、「議題（２）第３期千葉市地域福祉計画の骨子（案）

について」の説明は以上でございます。 

 

○会 長 ありがとうございました。それでは、ただ今の事務局の説明に関し

まして、ご意見・ご質問などがございましたら、挙手の上、ご発言をお願いし

ます。 

 

○委 員 細かい話かもしれないんですけど、最後の「資料４－２」は何に基

づいて作られたのでしょうか。中央区の場合は１つの最重点項目は全ての地区

で取組み、９つの重点項目については各地区で選択して取り組んでいます。こ

のような構成ですが、この表の特に推進されている取組項目には最重点項目で

ある見守り体制の構築が入っていない。平成２５年３月３１日時点でも半分ぐ

らいのところは進めていたはずなので、この表というのは何に基づいて作成さ

れたのでしょうか。 

 

○事務局（西村係長）「資料４－２」の表ですが、実は今年度の５月ぐらいに各

区高齢障害支援課に対しまして区の地域福祉計画がどれぐらい進んでいるのか

という調査をさせていただきました。その時のデータに基づいて「資料４－２」

がまとめられています。この調査の内容ですが、どのような手法をとったかと

言いますと、それぞれの取組項目につきまして、地区部会エリアごとに少しで

もやっているか、やっていないか、という形で調査をさせていただきました。 

ここに書いてある、実践されている項目数というのは、その取組項目につい

て１つの地区部会エリアで行っていれば実施しているという形で計上しました。

例えば中央区の場合ですと、全ての取組項目が２７個ありまして、その内１１

という形になっているのですが、これは全ての地区部会エリアがやっていても

１つとカウントされますし、１つの地区部会しかやっていなくても１つとカウ

ントされるので、ちょっと正確性という点ではあまり正しくはないのかもしれ

ないですけど、そういう方法で計上したものでございます。特に推進されてい

る取組項目の方は、単に数字的に地区部会で実施している数が多いものを上か

ら順に拾ってきたものでございます。たしかに中央区さんの場合ですと、区全

体で見守り体制を構築するということを最重点項目としてやっているという形

にはなるのですが、ちょっと数字的な話だけで申し訳ないですが、福祉マップ、
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福祉情報誌などは全ての１６地区部会でやっているということで、特に推進さ

れている取組項目ということで挙げさせていただきました。そのほか、ウイー

クリーサロン、子育てサロンの充実などもウイークリーサロンは１５地区、子

育てサロンの充実も１４地区で取り組まれているということで、数字的なもの

だけ拾ってしまったという形にはなるんですけど、ここで挙げさせていただき

ました。 

 

○会 長 ちょっと私も見せられただけですが、あまりにもやっていることが

よくわからない集計なので、次の時にもうちょっときちんとしたものが出ると

解釈してよろしいですか。 

 

○委 員 評価の方法が成ってないんじゃないかと思うんですよね。一番知り

たいのは、各地区部会の活動がどのように成果があって、何が課題で何をどう

したいのかということです。そのことに対してきちんと評価をつけ、次期計画

の時はどういうサポートを地区計画については行っていくんだということを地

区部会ごとの話し合いの際には出していただきたかったんです。私が次の計画

を策定するにあたって、出来たことと、出来なかったことを見せていただきた

いと言ったのはそのことだったんです。つまり、数字だけを拾うのではなくて

もうちょっと質的なこともお話していただきたい。地域で見守りを行っている

けどただどうですととってしまってですね、実はその中で孤独死を防ぐ人がい

たり、問題だなと思っているご家族がいても、なかなか民生委員さんも入り込

めないというような問題を抱えているところもあると思うんです。そういうと

ころがもう少しわかったら教えていただきたいというのが１つです。 

 それから、介護保険の中でも中学校区という生活圏域ということをとても大

切にして計画を立てています。生活圏域というのは何かというと、私達が、基

本的に中学校というのは歩いて行ける距離であるというのが区域の作り方なん

ですね。ですから、ちょっと年を取ってくるとなかなか集まりにくいけども、

それでも出かけて行って、みんなが集まっている場所に行きたいとか、買い物

に行ったりすることができるところが生活圏域なんです。生活圏域の中でこそ

生活の課題が見えるというふうに思っていますので、次期計画が地区部会を中

心に推進させていくという考え方は基本的には賛成です。 

 しかし、そこにどういうふうに地区部会が活動できるような体制を作ってい

くのかというところでは、事務局機能ということを先ほどおっしゃっていたの

で、これは自治会が持っている事務局機能ではなくて、地区部会が地域の福祉

ということを考えながら活動するそういう場所や、情報発信を行うための活動

拠点ということをおっしゃっているんだと思いますが、それをどのように支援

していくのか、あるいはそこの地区部会の事務局機能を誰が担っていって、日

常的にやる方がそこでどのような活動ができるのかとかですね、これは区の社

会福祉協議会とまた別で、地区部会ごとにやっていくんだと思うんですね。ま

た、そこのところの作り方をですね、次のところにぜひ入れていただきたい。 
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 それともう１つ、この計画の中には、先ほど太田委員がおっしゃったように

子ども・子育ての問題、それから障害を持っておられるお子さんの問題だとか

障害者の問題、それから、本日は更生保護をされている委員さんも出られてい

ますけど、つい先日もＮＨＫで放送されたと思いますが、再犯を繰り返してい

く高齢者、認知症の方、あるいは障害を持っておられる方、そういう方を地域

の中でどう支えていくのかということも出てくると思うんですね。ですから、

テーマの中に地域福祉の課題というのは、こういうことだという形で入れてい

ただきたい。また、外国人の方も地域住民として入ってきておりますし、そう

いう問題の視点は忘れてはいけないかなと思います。 

 それから、自助と共助は非常に協調されて作られているんですけど、公助の

部分で行政側がやっておられる福祉行政で地域に向けて展開している事業はた

くさんあるんですけど、おそらくそこのところが全然見えにくい計画なので、

前回、私発言しましたけど、公助の部分で取組みを行っているところ、介護保

険だとあんしんケアセンターというのが地域の駆け込み寺のようになっていま

す。そこに行けば虐待であっても、それから介護保険がちょっとわからないだ

とか、高齢者がこれから自分の生活をどうしようかというようなことも含めて

相談できるよう、あんしんケアセンターを身近なところに配置しています。こ

れは千葉市の相談機関ですから、あんしんケアセンターの先に千葉市というも

のをきちんと入れていただくようにしており、そういういろいろな相談、援助、

情報提供というものを多様な形で行っています。 

地域福祉計画の主旨としては、福祉サービスを利用しやすい環境を作ってい

くということもありますので、ぜひ公助の部分がもうちょっと見えるような形

で作っていただきたい。 

 

○委 員 ３月３１日時点というのは違って、５月の時点というふうに考えて

良いんですか。 

 

○事務局（西村係長）調査したのは５月なんですけど、３月３１日時点の取組

状況を教えて下さいということで調査をしております。 

 

○会 長 平成２５年の３月ということですか。 

 

○事務局（西村係長）そうです。調査をしたのが平成２５年５月です。 

 

○委 員 報告はどこから受けたのですか。 

 

○事務局（西村係長）各区高齢障害支援課からです。 

 

○会 長 先ほど、原田委員から、やっていることを報告するだけでもたいへ

んというご意見があったと思うんですけど、松崎委員からもありましたように、
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次期計画は地区部会単位でいろいろやって下さいと言っている限りは、地区部

会単位でどういうことが行われているかというデータになってないと評価もわ

からないということだと思いますので、地区単位でやるんだということがわか

るようなデータの形にしていただいて、今後の計画の策定に出すというふうに

考えたいと思います。それはその形でということで、次回までによろしくお願

いします。 

 

○委 員 「資料４－２」について、高齢障害支援課がどんなデータを出した

のか知らないですけど、全く実態を反映していない気がします。推進協で地区

部会別に実績を出している訳ですから、それを全部見てもらって、書き直して

もらわないとこれじゃお粗末すぎますね。花見川区だって見守り活動はやって

いるし、ふれあい事業だって一番やっているんじゃないかと思う。そういうの

がどこに出てくるのかわからないけども、もう少し実績をよく見てくれません

かね。 

 

○事務局（西村係長）申し訳ありません。そこのところは次回６月の分科会で

実績報告をさせていただく時に、どういった作りをすれば委員の皆様にわかり

やすく、かつ正確に実態を把握した報告になるのか検討して作成させていただ

きたいと思います。 

 

○会 長 では、そういうことでよろしくお願いいたします。 

 

○委 員 今の関連の内容でございますが、私ども若葉区では１３の地区部会

がございますが、全ての地区が同じ足並みでやっている訳ではないんです。こ

れは全市だいたい同じ状況かと思います。そうしますと、どこか１つでも地区

部会がやっていれば数字として出てくるというような極めて荒っぽい集計にな

っていますから、これは改めていただくということで結構ですが、私どもは、

第２期計画までは地区部会とそれから町内自治会に対しても直接働きかけてお

ります。第３期のこれから行われる地域福祉計画の中では地区部会が中心でや

るということになっていますから、ここの実績報告の中では自治会分は出さな

くても良いのかなというようには考えますが、地区部会分だけでは実態が反映

されておりません。このような問題がありますので、そのへんはいかがしたら

よろしいですか。 

 

○会 長 それは、地区部会の構成メンバーとしての自治会というのもあると

思うんですけど。 

 

○委 員 地区部会の活動としては当然ありますが、他の地域でもそうでしょ

うけど、私どもでは特に大きい自治会などは地区部会の動きとは全然関わりな

く、それぞれここにあるような支え合い、見守り等進めているところがたくさ
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んある訳です。その実績がここに全然反映されていない。だけども、今、この

地区部会の実績を「資料４－２」で出すというのは、これから３期の計画をや

るには地区部会が中心でやりますから、それで地区部会だけの実績を把握すれ

ばいいんですということであれば、それはそれでいいんです。 

 ですが、実態としては私ども若葉区の場合には自治会独自の活動がかなり浸

透していますから、これは実態を反映しておりません。 

 

○会 長 次期計画ですけど、地区部会が事務局的な役割を果たして、皆さん

にお声がけをして、実際にやるのは自治会であるというような活動がたくさん

あるということですよね。 

 このような状況であるため、自治会がやっていることも含め、地域福祉計画

の実際の取組みとしてカウントして良いということでよろしいですか。 

 

○事務局（及川補佐）今のお話なんですが、たしか花見川区の推進協で実績報

告していただいているものは、各地区部会の方がそのエリアの中の自治会の活

動も実績報告の中に入っていたと思います。把握できないものもあるかとは思

うのですが、把握しているものは報告していただくという形に全区統一で実施

するよう考えたいと思います。 

 

○会 長 今の大嶋委員からのご質問で、実際には自治会が取り組んでいると

いうようなものも、この取組項目として実施されているというふうにカウント

していくということですか。 

 

○事務局（及川補佐）花見川区ではそのような形でやられていたと思うのです

が、若葉区の把握状況は、完全には存じ上げておりませんが、自治会活動も含

めた形での実績報告に統一したいと考えております。 

 

○会 長 現実的に、今後もそういう形で進んで行くと考えてよろしいでしょ

うか。 

 

○事務局（及川補佐）はい。 

 

○委 員 実際にやっているのは自治会ですからね。 

 

○会 長 それで良いということですよね。そうじゃないと全部やってないこ

とになってしまうということだと思います。前回の評価の時にもそのようにし

ていると思うんですが。 

 

○委 員 今の話のようなことが何で出てくるのかと言うと、地区部会がその

地域の町内自治会を始め、いろんな関係団体の活動をしっかり掌握しているか、
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していないかなんですよ。また、そのような団体が地区部会の構成メンバーに

入っているか、入っていないかなんですよ。それで、私が最初から地区部会の

組織はこのままでいいですかと言っていたのはこのへんの意味もあるんですけ

どね。中央区なんかはそのへんのものを網羅した形の地区部会が大半で、その

各々で地区部会に調査したら町内自治会が４０ぐらいあるところでも、１つ１

つ町内自治会がこういう状況ですよというのは把握できている訳です。こうい

うのが本来の形だと思うので、そうじゃないところもあるのかもしれないから、

地区部会の組織をもうちょっとしっかりしたらと最初から盛んに言っていたの

はそういう意味です。そのままにしておけば、あるところではこうです、また

あるところではこうです、といろんなところが出てくると思うので、このへん

のところをもうちょっと明確にした方が良いと思いますけど。 

 

○委 員 今のお話の延長になるんですが、現実の問題として、私も町内会長

を長く務めたことがあるんですが、地区部会から指示があるまで地域の活動を

やりませんよなどという自治会はどこもありません。ですから、力のある自治

会はどんどん進めてくださいということでやっているんです。地区部会の構成

員の中には当然自治会も理事という名前で構成メンバーに入っています。 

ですが、その中で活動しているのではない。例えば地域住民の福祉について

どうしたらいいかということについて自治会の役員は一生懸命考えている訳で

す。だから、そういうような地区部会との関わりが無く自治会独自に進んでい

る部分もここに入れるのかどうかということを統一してやらないと、これ見た

だけで数字見て多い少ないとかそんな話をしていたのではこの資料は生きてこ

ないでしょうということです。 

 

○会 長 ありがとうございます。私は現在、自治会で実質的に行っていて、

今後他と連携していくような形であるものなど、せっかく先進的に取り組んで

下さっている自治会の事例がより広い範囲で共有されていくことの方に意義が

あると思いますので、カウントしていく方向で見ていった方が良いのではと思

いますけど、どうでしょうか。 

 では、たいへんだと思いますが、各地区部会から上がってくるものをきちん

と集計していただくということでよろしいでしょうか。推進協単位で集まって

いると思いますので、よろしくお願いします。 

 

○委 員 自助・共助で地域福祉に取り組むということは非常に重要だと思い

ます。このとおり取り組んでいかなければならないと思うんですけど、活動の

拠点をどう作るかという部分が盛られていないんですね。多くの地区部会は自

治会から借りて自治会館を使ってやっておられるのではないかと思います。地

区部会によっては会長宅というところもあるでしょう。これだけの市全体に関

わる大きな活動をするということであれば、地区部会に対する拠点づくりの支

援を位置づけてもらいたいというふうに思います。 
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 どこでも地区部会は活動拠点がない、どこか借りるとすれば集会所とか、コ

ミュニティセンターは有料化されていますので、活動できないという問題があ

りますから、地区部会の活動拠点をどうやって作るかということは公助の取組

みの一環ではないかと思います。文言としては、地区部会活動の活性化という

項目がある訳ですけど、これをきちんと実態として活動できるようにするには

拠点が必要です。拠点づくりに対する支援がどう作られていくのかということ

が活動に関わってくると思います。このへんを位置づけるようにしてもらいた

いと思います。 

 

○会 長 計画の推進に向け、地区部会の活動拠点づくりというのを入れて欲

しいということでしょうか。 

 

○委 員 そうです。 

 

○会 長 入れられますか。 

 

○委 員 余談ですが、習志野市では公民館に社会福祉協議会という看板が出

ていますよね。そこで近隣の地区部会が活動できるようになっていますよね。

他市ではそういう形もある訳ですから、せめて公民館を提供しますとか、学校

の空き教室を提供しますとか。活動拠点が無いと、中学校区単位ということで

すから、拠点が無くて、どこかの自治会館を使って下さいなどと言って、各自

治会におんぶしていたのではできません。 

 

○事務局（大塚課長）今、ご意見いただきました、地区部会の活動拠点づくり

につきましては、私どもも非常に重要な問題と考えておりまして、１つ現在の

候補としては、学校の空き教室というようなものを考えております。 

教育委員会から、ここが空いていますからというお話をいただいて、社協を

通じて地区部会さんに活用されるかどうかという調査をさせていただいたので

すが、教育委員会の方でどういう形にして外部の団体にお貸しするかというよ

うなことを整理してからということになっておりまして、教育委員会の回答を

待っております。 

 それで、ただ今お示ししたのは、骨子（案）ということで、大項目というよ

うなものをお示ししておりますが、今後、その中でもう少し具体的なものを素

案としてお示しする予定なので、素案の中で考えていきたいと思っております。 

 

○会 長 ありがとうございます。それでよろしいでしょうか。 

 

○委 員 はい。 

 

○委 員 これから出てくるのかもしれないんですけど、計画の評価方法とい
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うのはこれからの問題なんですか。例えばこれで「資料４－２」を見ると、１

箇所でもやっていればやっていることになっているんですけど、広がり方が全

然わからないですね。区内でどういう広がりをしているのか、あるいは地区部

会内の自治会でどう広がっているのか、この広がり方が最も大事であって、１

箇所でやっていてもたいして意味は無い訳ですから、それをどう広げていくか

という広がり方の評価方法を考えてもらわないとこれでは意味が無いですね。 

 

○会 長 ありがとうございます。評価方法につきましては、次回までの課題

ということで。 

 骨子（案）についての議論に戻させていただきます。 

 今の長岡委員からの意見を踏まえまして、細目を作成する際に入れるという

ことで、この千葉市地域福祉計画の骨子（案）につきまして事務局（案）どお

り承認するということでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○会 長 ありがとうございます。それでは、事務局（案）どおり承認すると

いうことにいたします。 

 以上をもちまして、本日の審議はすべて終了いたしました。 

 皆様から本当に貴重なご意見を賜り、誠にありがとうございました。 

 課題となりましたことにつきましては、次回までに資料を用意したいと思い

ます。 

 議事につきましては以上ですけど、その他委員の皆様から何かございますで

しょうか。 

 

○委 員 前回と今回の会議を通して、地区部会の現状で次期計画の推進がで

きるのだろうかというのが私を含め、委員の皆様の懸念だと思います。 

 そこで、高梨副会長さんは、千葉市社会福祉協議会の会長さんでございます

よね。ぜひ、お願いしたいのですが、今までの地区部会の状況ですと非常に難

しいです。だけど、これだけの役割分担を与えられて、これからやっていこう

ということですので、トップとして過去は過去として今後は新たに生まれ変わ

るんだというような決意表明を聞かせていただくと私どもたいへん力強いので

すが、いかがでしょうか。 

 

○副会長 第１回、第２回といろいろお話聞かせていただきまして、地区部会

の構成メンバーは様々なものがあるかなと。ある程度標準的なものとしては、

組織的にも、このようなものを配って≪地域福祉活動マニュアル≫、組織化の

際に示して、こういう活動をお願いしますというふうにしていただいておるん

ですけど、かなりこれに記載されていることとは乖離してきているというよう

な状況がございました。 



 

 ―２６― 

 それで、地区部会の平準化と言いますか、そこに至っていないようなところ

は区事務所だけでは足りないところもありますので、本部も含めてそういった

再編に向けた支援や課題解決のための仕組みづくり、ここを重点的に地区部会

の方々と連携しながら取り組んでいきたいと考えています。 

前回もちょっと触れましたが、社協の存亡と言いますか、あるべき姿、これ

に基づく活動を着実に進めていくのが社協に求められている使命でございます

ので、しっかり取り組んでいきたいと思っております。会長としては、そこが

一番大切なところであると思っており、地元にどんどん出て、いろんな話をし

て、何が問題か、また、どういう方向性の課題があるのか把握し、その解決に

向けた支援策というのはどのような選択肢があり、その地域の特性を踏まえ、

無理なく行えるもので、何が一番できるのか。こういったことを協議しながら、

進めていくのが使命だろうと思っております。最善の努力を尽くしていきたい

と考えております。 

 

○会 長 皆さんにもたくさんのお骨折りをお願いすることになりますので、

よろしくお願いします。 

 それでは、ここで事務局にお返しいたします。 

 

○事務局（西村係長） ありがとうございました。最後に事務局からの連絡で

す。 

 次回の地域福祉専門分科会は、平成２６年６月頃に開催を予定しております。

時期が近づきましたら委員の皆様にはご連絡を差し上げますので、よろしくお

願いいたします。 

次に、本日の報酬ですが、前回同様、後日銀行振込でお支払いさせていただ 

きます。登録されている口座の変更をご希望される場合は、事務局までご連絡

ください。 

次に、本日の会議録は、事務局が作成し、いったん委員の皆様へ確認のため 

に配付させていただき、校正します。その後、会長に議事録へ署名いただき、

正式な会議録となります。なお、議事録はインターネットにおいても公開する

ことといたします。 

最後に、本日配付させていただいた資料や計画書のうち、ファイルに綴じた

計画書本編及びリーフレットにつきましては、会議終了後に事務局で回収いた

しますので、机の上に置いたままにしておいてください。事務局連絡は以上で

ございます。本日は、長時間にわたり、ありがとうございました。 

 

 

以上 
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